
教第 18 号議案  

 

令 和６年度使用神戸市立小・中学校 ･義務教育学校特別支援学級及び特

別支援学校小・中学部の教科書採択について  

神戸市立小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部において使用

する令和６年度使用教科書として別紙のとおり一般図書を採択する。  
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資料① 
教第１号議案  

 

令和６年度使用教科用図書の採択要領について  

神戸市立学校における令和６年度使用教科書の採択要領を次のように設定する。  

令和５年４月17日提出  

神戸市教育委員会事務局 

事 務 局 長   高 田  純 
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令和６年度使用教科書の採択要領 

 

 

１ 基本方針 

神戸市教育委員会（以下「教育委員会」という）は、学習指導要領及び神戸市小学校教

育課程基準（H31.4 策定）、神戸市中学校教育課程基準（H31.4 策定）、神戸市立高等学校

教育課程編成の手引き（R2.10 策定）、神戸市立特別支援学校教育課程編成の手引き（R2.4

策定）等に則して教科書に関する調査研究を行い、適正かつ公正に採択する。採択後は、

採択結果など採択に関する情報の公表を行い、開かれた採択を推進する。 

文中の小学校には、義務教育学校前期課程を含み、中学校には義務教育学校後期課程を

含む。（以下同じ） 

 

２ 採択までの手続き 

（１） 小学校及び小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部 

① 教育委員会は、神戸市教科書評価委員会（以下「評価委員会」という。）、 

神戸市立小学校使用教科書調査員会・一般図書調査員会（以下「調査員会」という。） 

を設置する。 

   ② 調査員会は、教科書の調査研究を行い、その結果を教育委員会事務局に報告する。 

   ③ 教育委員会事務局は、評価委員会に調査結果を説明し、意見を聴取する。 

④ 教育委員会事務局は、調査員会の調査結果と評価委員会の意見を取りまとめ、教育 

委員会に報告する。 

 

（２） 中学校 

令和２年度に採択し、令和３年度より使用している教科用図書を継続使用する。 

 

（３） 高等学校及び特別支援学校高等部 

各学校に、校長を委員長とする教科用図書選定委員会を設け、毎年自校の教育課程

に則した教科書を選定し、校長が教育委員会に報告する。なお、特別支援学校高等部

においては、障害のある生徒の実態に応じた最も適切な教科書を採択するため、校長

が一般図書も併せて毎年、選定・報告する。 

 

３ 採択事務に関する情報公開について 

 教科書採択の公正確保のため、「評価委員会」「調査員会」「教科書選定委員会」の名簿と

評価委員会議事録・教育委員会会議の会議録等は採択終了まで非公開とし、その後公開す

る。 

 

４ 教科書の展示 

関係法令（教科書の発行に関する臨時措置法施行規則、第５条第２項の規定）の定めると

ころにより、一定の場所及び期間を定め、教科書を展示する。 
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資料③ 
小学校及び小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部 

教科書採択の流れ 

 

①採択要領の決定 教 育 委 員 会 ⑨採択 
②調査研究指示      ⑧調査・意見等報告 

      
             ③委嘱                     ⑥意見    ③委嘱 

                   ④調査研究報告       ⑤調査内容説明 
                             ⑦市民からの意見 

 
 

 【評価委員会】 
・委員は、学識経験者、保護者代表、学校関係者(校長)等(10 名程度)から構成され、教育委員会が

委嘱する。 
・調査員会の結果をもとに協議する。 

【調査員会】 

・委員は、学校関係者（校長・教員）、教育委員会事務局職員（指導主事等）から構成され、教育

委員会が委嘱する。 

・各教科書の内容等を調査研究する。 
【小学校用教科書の調査研究の観点】 

・神戸市小学校・義務教育学校（前期課程）教育課程基準（H31.4 発行）等が示す、目標や内容の 

達成に適切なものになっていること 

・知識及び技能の習得のための工夫がなされていること 

・思考力・判断力・表現力等を育成できるよう工夫がなされていること 

・探究する意欲を高める工夫がなされていること 

・ユニバーサルデザインの観点から、図版、文字、記号の大きさやレイアウト、色彩等が適切で

あり、配慮がなされていること 

【特別支援学級・特別支援学校用新規一般図書の調査研究の観点】 

・ 神戸市小学校・義務教育学校（前期課程）教育課程基準（Ｈ31.4 発行）、神戸市中学校・

義務教育学校（後期課程）教育課程基準（Ｈ31.4 発行）、神戸市立特別支援学校教育課程

編成の手引き（Ｈ31.4 発行）等が示す、目標や内容の達成に最適なものになっていること。 

・ 児童生徒の障害の状態や発達段階に応じた学習に適していること。  

・ 児童生徒の興味・関心への配慮がなされていること。 

・ 系統的な学習指導が可能なものであること。 

【教科書の展示】 
・ 神戸市中央教科書センター（総合教育センター）など市内11カ所において教科書の法定展

示会を実施する。（一般図書は、神戸市中央教科書センターのみ） 

・ 市民から教科書について出された意見を教育委員会に報告する。 

【情報公開】 

・ 教育委員会会議で教科書が採択された後、市民情報サービス課の閲覧室で、教科書調査員会

の名簿等の情報を公開する。 

 教育委員会事務局        評価委員会 

 調査員会        教科書の法定展示 
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令和６年度使用神戸市立小学校及び小・中学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部 

教科書の採択事務日程（予定） 

 

令和５年 
 
月 日 曜 内       容 

４ 

 

 

17 

 

 

月 

 

 

教育委員会会議 

  「令和６年度使用教科書の採択要領」決定 

 

４ 

～  

５ 

 

 

 

 

 

 

６ 

下旬 

～  

下旬 

 

 

 

 

 

 

下旬 

 第１回教科書調査員会 

  採択要領の確認（公正確保・非公開など） 

  調査研究の役割、方法、観点、記録などについて 

 調査研究日程の計画及び実施、報告について 

第１回教科書評価委員会  

第２・３回教科書調査員会 

 調査研究・報告 

第４回教科書調査員会 

 調査研究のまとめ 

第２回教科書評価委員会 

 調査研究のまとめについて、意見聴取 

６ 

～  

７ 

14 

～  

３ 

水 

～  

月 

教科書の展示会 

場所： 総合教育センター、中央図書館、東灘図書館、灘図書館、 

北図書館、新長田図書館、西図書館、北神図書館、兵庫図書館

、 

名谷図書館、垂水年金会館（全11カ所） 

 

月日： 総合教育センター ６月14日(水) ～ ７月３日(月)(14日間) 

 全図書館 ６月16日(金) ～ ７月１日(土)(14日間) 

 垂水年金会館 ６月16日(金) ～ ６月30日(金)(14日間) 

     
 

 

７ 

８ 

 

 

25 

４ 

 

火 

金 

教育委員会会議 

「令和６年度使用一般図書」採択 

「令和６年度使用小学校教科書」採択 

 

９ 

 

 

初旬  採択後情報開示 

採択結果、採択関係資料等を公開 
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令和６年度使用教科書展示会について 
（１） 教科書の展示について 

文部科学省検定・著作教科書の展示会を市内11か所で実施する。（小中学校で現在使用されている教科書

も展示する。また、特別支援学級、特別支援学校分として文部科学省著作教科書を展示する。） 
（２） 展示会場、開催期間及び時間 

会 場（11） 期 間 
展示期間中の

休館日 
見本本 

神戸市中央教科書センター 

 神戸市総合教育センター 

  中央区東川崎町１－３－２ 

６月14日（水）～７月３日（月） 

   ９：００～１７：００ 

土曜日 

日曜日 

小中特

高 

神戸市第２教科書センター 

 神戸市立中央図書館 

  中央区楠町７－２－１ 

６月16日（金）～７月１日（土） 

   ９：１５～２０：００ 

 ＊日曜は ９：１５～１８：００ 

月曜日 
小中特

高 

神戸市第３教科書センター 

 神戸市立東灘図書館 

  東灘区住吉東町２-３-４０ 

６月16日（金）～７月１日（土） 

  １０：００～２０：００ 

 ＊日曜は１０：００～１８：００ 

月曜日 小中特 

神戸市第４教科書センター 

 神戸市立灘図書館 

  灘区永手町４－２－１ 

６月16日（金）～７月１日（土） 

  １０：００～２０：００ 

 ＊日曜は１０：００～１８：００ 

月曜日 小中特 

神戸市第５教科書センター 

 神戸市立北図書館 

  北区鈴蘭台西町１－２２－１ 

６月16日（金）～７月１日（土） 

  １０：００～２０：００ 

 ＊日曜は ９：００～１７：００ 

 

月曜日 

 

小中特 

神戸市第６教科書センター 

 神戸市立新長田図書館 

  長田区細田町７－１－２７ 

  市営細田住宅内 

６月16日（金）～７月１日（土） 

  １０：００～２０：００ 

 ＊日曜は１０：００～１８：００ 

月曜日 小中特 

神戸市第７教科書センター 

 神戸市立西図書館 

  西区糀台５－６－１ 

６月16日（金）～７月１日（土） 

  １０：００～２０：００ 

 ＊日曜は ９：００～１７：００ 

月曜日 小中特 

神戸市第８教科書センター 

 神戸市立北神図書館 

  北区藤原台中町１－２－２ 

６月16日（金）～７月１日（土） 

  １０：００～２０：００ 

 ＊日曜は１０：００～１８：００ 

月曜日 小中特 

神戸市第９教科書センター 

 神戸市立兵庫図書館 

  兵庫区駅南通５－１－１ 

６月16日（金）～７月１日（土） 

  １０：００～２０：００ 

 ＊日曜は１０：００～１８：００ 

月曜日 小中特 

神戸市第10教科書センター 

 神戸市立名谷図書館 

  須磨区中落合２－２－４ 

大丸須磨店４F 

６月16日（金）～７月１日（土） 

  １０：００～２０：００ 

 ＊日曜は１０：００～１８：００ 

火曜日 小中特 

資料⑤ 
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神戸市第11教科書センター 

 垂水年金会館 

  垂水区平磯１－２－５ 

６月16日（金）～６月30日（金） 

  ９：００～１７：００ 
6/25休館 小中特 
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使用教科用図書に関するご意見 

 

 

閲覧者合計 298 名【昨年度：118 名】 

 

展示会場：市内 11 か所＜資料⑤＞ 

 

展示図書：文科省著作権本 

 

 

意見のあった会場： 神戸市第 11教科書センター（垂水年金会館） 

         閲覧者数 29 名 

         特別支援教育への意見書 1 名【意見総数：13】 

 

令和６年度使用教科書に関するご意見（１名） 

 

 

・支援学校の視覚障害で使う点字の教科書があるにもかかわらず展示されていない。ま

だ１０７条の絵本本の展示もない。なぜか。教科書で教えるのか、教科書を教えるの

か、この教科書を使って 教えられた子どもはどんな人間に育ってゆくのだろうか、

と気になった。 
                                               

資料⑥ 
 

(7)



 
 

別冊１ 

 

 

 

令和６年度使用 

 

 

神戸市立小・中学校･義務教育学校特別支援学級 

及び特別支援学校小・中学部教科書 

 

 

 

調査員会報告書 

 

 

教科書調査員会 
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令和６年度使用神戸市立小・中学校・義務教育学校特別支援学級及び 
特別支援学校小・中学部教科書に関する報告 

 
標記のことについて慎重に調査研究の結果、下記の通り報告します。 

 
記 

１.選定の方針 
 

小・中学校・義務教育学校特別支援学級及び特別支援学校小・中学部に
おいては、次の（１）（２）の順に選定を行う。なお、（３）については、
視覚に障害のある児童生徒用の教科書として選定する。 

 
(１) 検定教科書又は文部科学省著作教科書（特別支援学校小・中学部知

的障害者用、視覚障害者用［点字版］）について 
 

① 検定教科書 
 
・小学校・義務教育学校前期課程特別支援学級及び特別支援学校小学は、 
令和５年度、神戸市が採択した検定教科書を使用する。 

・中学校・義務教育学校後期課程特別支援学級及び特別支援学校中学部 
は令和２年度(道徳は平成３１年度)神戸市が採択した検定教科書を 
使用する。 

・発達の実態に応じて、下学年の検定教科書を使用することもできる。 
 

② 文部科学省著作教科書（特別支援学校小・中学部知的障害者用） 
［目録１］ 

 
・文部科学省が著作の名義を有する教科用図書で、小学部４種１３点、 

中学部３種６点の図書があり、これを使用する。 
   

③ 文部科学省著作教科書 
（特別支援学校小・中学部視覚障害者用［点字版］） 

［目録２］ 
 

・ 小学部６種２８点、中学部８種１４１点の図書があり、これを使用
する。 

 
(２) 学校教育法附則第９条の規定による一般図書について 

 
①「令和６年度用神戸市一般図書一覧」は、令和５年度に神戸市で採択し 

た教科用図書が掲載されている「令和５年度用神戸市一般図書一覧」か 
ら 13 点追加し、３６８点が掲載されている。 

［目録３］ 
 

② 「令和６年度用一般図書一覧」のうち令和５年度までに採択した３５
５点については継続して使用する。 
「令和６年度用一般図書一覧」に新たに掲載された１３点について調
査研究を行った。                   [目録４] 
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(３) 盲学校等の特例について 
 

① 検定教科書のうち、点字訳されるものは、種目ごとに全国で１つの
発行者の検定教科書だけであり、神戸市で採択された検定教科書と
異なる発行者の検定教科書の場合もあるが、点字訳されたものを使
用する。 
点字教科書は文部科学省著作教科書[点字版]以外の種目も発行され
ており、それらを使用することもできる。        [目録５] 

 
② 盲学校で点字教科書を使用する場合、複数の児童生徒が同じ授業を

受けるために、点字教科書を使わない他の児童生徒は、点字教科書
の原典となる発行者の検定教科書又はその拡大教科書を使用するこ
ともできる。 

 
③ 小・中学校・義務教育学校に在籍する視覚に障害のある児童生徒に

対する拡大教科書について、神戸市で採択された検定教科書を拡大 
したものを使用する。 

 
２．調査研究日程の経過 
 
（１）第１回教科書調査員会 令和５年５月８日（月） 

神戸市教育委員会事務局 
    

① 資料配付と調査研究日程・内容の協議 
   ② 調査研究、留意事項等の確認 
 
（２）第２回教科書調査員会  令和５年５月 22 日（月） 

神戸市教育委員会事務局 
① 調査研究 
② 協議 
③ 第３回の確認 

 
（３）第３回教科書調査員会 令和５年５月 29 日（月） 

神戸市教育委員会事務局 
① 調査研究（続き） 
② 協議（続き） 

 
（４）評価委員会 令和５年６月 23 日（金） 
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３．調査・研究の観点 

① 内容について  

(ア) 児童生徒の障害の状態や発達段階に応じた学習に適しているか。

 ····················································· 観点１ 

(イ) 児童生徒の興味・関心への配慮がなされているか。 ······ 観点２ 

(ウ) 系統的な学習指導が可能なものであるか。 ·············· 観点３ 

 

② 形式について 

   図版（写真や絵、図、表、グラフ等）や文字、記号等の大きさや配置、

色彩等が適切であり理解しやすく、ユニバーサルデザインの観点から

配置がなされていること。 

 

４．学校教育法附則第９条の規定による一般図書の調査研究報告書 

（１）．「令和６年度使用一般図書一覧」に新規に掲載する図書 《13 冊》 

＜１冊目＞ 

【どこにいる？だれがいる？さがせ！日本の歴史（岩崎書店）】 

①内容について 

（ア）それぞれの時代背景に合わせたイラストがたくさん盛り込まれてい

る。イラストが大変細やかに描かれており、町や建物の描写から当時

の暮らしぶりも想像しやすい。例を挙げると、平安京のページでは、

貴族のくらしと武士のくらしが見開きに描かれている。そのため、文

化の違いについて比較しやすいので、文章だけではイメージを膨らま

せにくい児童生徒にも、見開きで当時のくらしをイメージしやすい。

それぞれのページに歴史的な事柄の渦中にある歴史的人物がさりげ

なく配置されており、絵を探しながら歴史の流れを学ぶことができる。 

 

（イ）文字数が少なく、指定されたイラストを探すことができる。さらに、

イラストを探していると自然に周りの各時代の風景に目を止めるこ

とができる。また、それぞれの時代にその時代背景にあったイラスト

が紛れている。例えば、平安時代のページには、妖怪が隠れており、

平安時代に刊行された資料(今昔物語集・地獄草紙等)に妖怪の記述が

多かったこともうかがえる。明治時代のページには、鉄道や牛鍋(現

代のすき焼き)などが描かれており、欧米の文化が日本に根付いてき

たことがうかがえる。さらに、児童生徒が当書を読み進める中で、服

装や建物の変化にも気づくことができる。服装に興味をもっている児

童生徒にとって、「江戸時代と明治時代の服装について気づいたこと

を教えて？」といったような教師からの発問でそれぞれの時代につい

て興味をもつこともできる。当書に沿ってイラストをさがしたり、教

(11)
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